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「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更のお知らせ 

 

平成 27 年６月 10 日開催の当社取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部変更す

ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しております。） 

 

記 

 

内部統制システム構築の基本方針 

 

１．「当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す

るための体制」 

（１）当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責

任を果たすため、「東京楽天地グループ行動憲章」を定め、当社および子会社の取締役および使用

人に周知徹底させる。また、「コンプライアンス・リスク管理規程」に従い、コンプライアンス・

リスク管理委員会は、法令遵守と企業倫理尊重の周知を行う。 

（２）社長直轄の内部監査室は、コンプライアンス・リスク管理委員会と連携し、楽天地グループにお

けるコンプライアンスの状況を監査し、定期的に取締役および監査役に報告する。 

 

２．「取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」 

（１）取締役の職務の執行に係る情報および文書に関しては、その作成・保存・閲覧・廃棄について「文

書管理規程」を定め、適切に運用する。 

 

３．「当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」 

（１）当社および子会社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」他の社内諸規程に基づき、リスク

管理を行う。当社各部門長および子会社社長は、定期的にリスク管理の状況をコンプライアンス・

リスク管理委員会へ報告する。 

（２）内部監査室は、楽天地グループのリスク管理、業務運営の状況把握・改善のために、内部監査を

実施する。また、内部監査室は、楽天地グループの内部統制システムの構築・整備・運用・その他

内部統制に係る必要事項全般の業務を行う。 



４．「当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」 

（１）取締役会は、「取締役会規則」に基づき、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督

を行う。 

（２）迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、事業・業務毎に担当取締役を置く。担当取締役は、

担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会決議事項の進捗管理を行う。 

（３）「取締役会規則」に定める付議基準に満たない業務執行に係る重要事項については、当務役員会

にて決議または報告をする。 

（４）グループ経営推進室は、子会社各社の取締役会における重要事項の決定、取締役の職務の執行状

況につき、定期的に報告を受け、必要に応じて指導する。 

 

５．「当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制」 

（１）楽天地グループ全体で定めている「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、楽天地グル

ープ全体のコンプライアンス体制の整備を行う。 

（２）子会社の業務の適正を確保するため、「子会社管理規程」を制定し、グループ経営推進室が、子

会社の状況に合わせて必要な指導・管理を行い、報告を受ける。 

（３）グループ会社間取引の公正性を保つため、内部監査室がグループ会社間取引について監査を行う。 

 

６．「監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項」 

（１）監査役がその職務の補助者を求めた場合は、使用人の中から適切な者を指名し、監査役会の同意

を得た上で、補助の任にあたらせる。また、当該使用人は取締役から独立し、監査役の指揮監督の

下、その補助職務に専従するものとし、取締役からの指示命令は受けない。 

 

７．「当社および子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制」 

（１）当社および子会社の取締役および使用人は、重要事項で会社に損害を与えるような事実を発見し

た場合、違法行為や不正行為を発見した場合には、遅滞なく監査役に報告し、また、監査役からの

求めにより、必要に応じて業務・財産等の状況について報告する。 

（２）内部監査室は、定期的に内部監査結果を監査役に報告する。 

（３）当社および子会社は、当社監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として

不利な取扱いをしない。 

 

８．「その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」 

（１）取締役および使用人は、監査役監査に対する理解をさらに深め、監査役監査の環境を整備するよ

う努める。 

（２）当社は、監査役が費用の前払い等を請求したときは、監査役の職務の執行に必要でないと認めら

れた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 

 

 



９．「反社会的勢力排除に関する体制」 

（１）「東京楽天地グループ行動憲章」に基づき、反社会的勢力との関係を断絶し、取締役および使用

人の意識向上をはかる。また、取引開始にあたっては、可能な限り情報を収集し、反社会的勢力と

の無関係性を確認する。 

（２）反社会的勢力に対処する弁護士等の外部専門機関との関係を築き、不当要求等が発生した場合は、

それらの機関との連携をとり、反社会的勢力に対応する。 

 

以 上 

 


